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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射検出器（１００）であって、
　アンテナ構造（１０）と、ソース領域（２４）、ゲート領域（２６）、及びドレイン領
域（２８）の３領域を有する電界効果トランジスタ構造（２０）とを備え、
　　前記ソース領域（２４）、前記ゲート領域（２６）、及び前記ドレイン領域（２８）
は、回路基板（７０）上に配置され、且つ相互に独立した導電性の電極構造（３４、３６
、３８）であるソース電極構造（３４）、ゲート電極構造（３６）、及びドレイン電極構
造（３８）をメタライゼーションにより各々形成し、
　前記ゲート電極構造（３６）は、前記ソース電極構造（３４）又は前記ドレイン電極構
造（３８）を、第１平面（Ｅ１）において完全に内包し、
　前記内包された電極構造（３４、３８）は、前記ゲート電極構造（３６）の上方に延び
、且つ延びた先で前記第１平面（Ｅ１）の上方の第２平面（Ｅ２）において前記ゲート電
極構造（３６）に少なくとも部分的に、平面状に重なり、
　金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）構造を有するコンデンサ（４０）を形成するための電気
的絶縁領域（４２）が、前記内包された電極構造（３４、３８）が重なる前記ゲート電極
構造（３６）の領域と前記内包された電極構造（３４、３８）の領域との間に配置されて
いる、
放射検出器。
【請求項２】
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　請求項１に記載の放射検出器（１００）であって、
前記回路基板（７０）上に設置された前記アンテナ構造（１０）は、前記電極構造（３４
、３６、３８）により直接形成されている、
放射検出器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の放射検出器（１００）であって、
前記第１平面（Ｅ１）における前記ゲート電極構造（３６）、及び前記第２平面（Ｅ２）
における前記内包された電極構造（３４、３８）は、実質的に矩形平面素子として重なる
、
放射検出器。
【請求項４】
　請求項１から３のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記電界効果トランジスタ構造（２０）は、シリコン又はIII－V族半導体に基づく、
放射検出器。
【請求項５】
　請求項１から４のうちの１つに記載の放射検出器であって、
前記アンテナ構造（１０）の基点（１２）は、前記ゲート領域（２６）と前記ソース領域
（２４）との間、又は前記ゲート領域（２６）と前記ドレイン領域（２８）との間に配置
されている、
放射検出器。
【請求項６】
　請求項１から５のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記アンテナ構造（１０）はスロットアンテナを形成し、前記アンテナ構造（１０）は、
金属面（１６）内に少なくとも１つの放射開口（１４）を有する、
放射検出器。
【請求項７】
　請求項１から６のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記アンテナ構造（１０）の外端（１８）上において、１００ＧＨｚ超の周波数を有する
高周波（ＲＦ）電流が短絡している、
放射検出器。
【請求項８】
　請求項１から７のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記アンテナ構造（１０）は、前記電界効果トランジスタ構造（２０）の前記３領域（２
４、２６、２８）のうちの２領域の間でＲＦ短絡を実現する、
放射検出器。
【請求項９】
　請求項１から８のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記アンテナ構造（１０）は、２アーム又は４アーム方式で形成されている、
放射検出器。
【請求項１０】
　請求項１から９のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
共通の回路基板（７０）上で並列に接続された、少なくとも２つの電界効果トランジスタ
構造（２０）を備える、
放射検出器。
【請求項１１】
　請求項１から１０のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
前記コンデンサ（４０）及び前記アンテナ構造（１０）は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信す
るために放射検出器（１００）を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成する、
放射検出器。
【請求項１２】
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　請求項１から１１のうちの１つに記載の放射検出器（１００）であって、
周波数変換器をさらに備え、前記周波数変換器は、受信した放射を低周波検出信号に変換
する、
放射検出器。
【請求項１３】
　放射検出器（１００）を製造するための方法であって、
　ゲート領域（２６）、ソース領域（２４）、及びドレイン領域（２８）の３領域を有す
る回路基板（７０）上に配置された電界効果トランジスタ構造（２０）を提供する工程と
、
　前記ゲート領域（２６）、前記ソース領域（２４）、及び前記ドレイン領域（２８）の
メタライゼーションを行う工程と、
　前記回路基板（７０）上に配置されるアンテナ構造（１０）を構築する工程とを備え、
　　前記メタライゼーションを行う工程において、相互に独立した導電性の電極構造（３
４、３６、３８）であるソース電極構造（３４）、ゲート電極構造（３６）、及びドレイ
ン電極構造（３８）が形成され、前記ソース電極構造（３４）又は前記ドレイン電極構造
（３８）のいずれかは、第１平面（Ｅ１）において前記ゲート電極構造（３６）により完
全に内包され、前記内包された電極構造（３４、３８）は、前記ゲート電極構造（３６）
の上方に延び、前記内包された電極構造（３４、３８）は、前記第１平面（Ｅ１）の上方
の第２平面（Ｅ２）において前記ゲート電極構造（３６）に少なくとも部分的に、平面状
に重なり、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）構造を有するコンデンサ（４０）を形成するた
めの電気的絶縁領域（４２）は、前記内包された電極構造（３４、３８）が重なる前記ゲ
ート電極構造（３６）の領域と前記内包された電極構造（３４、３８）の領域との間に配
置され、
　　前記アンテナ構造（１０）を構築する工程において、前記回路基板（７０）上に設置
される前記アンテナ構造（１０）は、前記電極構造（３４、３６、３８）により直接形成
され、放射開口（１４）は、前記アンテナ構造（１０）の金属面（１６）内に形成され、
前記アンテナ構造（１０）の基点（１２）は、前記ゲート領域（２６）と前記ソース領域
（２４）との間、又は前記ゲート領域（２６）と前記ドレイン領域（２８）との間に配置
される、
方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の放射検出器（１００）を製造するための方法であって、
前記アンテナ構造は、２アーム又は４アームで構築される方式で形成される、
方法。
【請求項１５】
　請求項１３又は１４に記載の放射検出器（１００）を製造するための方法であって、
前記コンデンサ（４０）及び前記アンテナ構造（１０）は、共通のＲＦ環境を形成するた
めに、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するようにそれらの共振周波数で同調される、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射検出器及びその製造方法に関するものである。特に、本発明は、ＦＥＴ
構造とモノリシックに一体化されたアンテナ構造を有し、且つ電界効果トランジスタ（Ｆ
ＥＴ）に基づく、テラヘルツ放射の検出のための放射検出器、及びそのようなモノリシッ
クに一体化された検出器構成を製造するための方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　「テラヘルツ周波数帯域」という用語は、約１００ＧＨｚから３０ＴＨｚまでの周波数
帯域をおおよそ指す。この帯域は自由空間波長λ＝３ｍｍからλ＝１０μｍまでに及び、
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それ故、サブミリ波長帯域とも呼ばれる。この帯域において光子エネルギーは低く、０．
１ｍｅＶから１００ｍｅＶの間である。
【０００３】
　電磁スペクトルのこの帯域は、これまで商業用途でほとんど調査されたことがないため
、テラヘルツ（ＴＨｚ）ギャップとも呼ばれている。これはとりわけ、純電子システムに
おいて、生成される信号がノイズの帯域内にあるという事実に起因する。しかしながら、
純光子アプローチに関しては、光子エネルギーが低すぎてしまう。
【０００４】
　この数十年間、サブミリ波長帯域において作動する、非常に複雑なシステムが開発され
てきた。今までのところ、これらのシステムは、電波天文学、大気研究、又は気体の長時
間分光法などの研究開発における、実験の場においてのみ用いられてきた。しかしながら
、これらのシステムは、商業大量販売市場へのブレイクスルーには適していない。これは
主に、ＴＨｚ帯域用の低コストのソース及び検出器が入手できないことと、それらの動作
が、多くは７７Ｋを下回る温度下であることとによる。
【０００５】
　ＴＨｚ周波数帯域は他の周波数帯域に対していくつかの有利な点及び特異性を有するた
め、ＴＨｚ周波数帯域の開発に対して大きな関心が寄せられている。テラヘルツ放射は非
電離であり、従って、生物医学分野においては安全と考えられている。テラヘルツ放射を
用いて、ナノ構造における電荷担体動力学に関する情報を得ることができる。光周波数帯
域において不透明の多くの材料が、ＴＨｚ周波数帯域においては透明となる。ある分子群
は、ＴＨｚ周波数帯域において鮮明なスペクトルのフィンガープリントを示す。このフィ
ンガープリントは、有害物質の検出において特に関心の対象となっている。さらに、テラ
ヘルツ放射は、光周波数と比較し低散乱であり、従って、埃の多い環境における使用に対
して特に好適である。高い送信帯域幅が達成可能であることは、通信システムにおける応
用に好適であることを示している。テラヘルツ放射の小さい波長により、レーダによりサ
ポートされる方法、及びサンプルの照明及び透光における、高い構造分解能の実現が可能
となり、これは例えば、品質管理のための製造プロセスでの現場測定において、特に関心
の対象となっている。
【０００６】
　より低いＴＨｚ周波数帯域（凡そ１ＴＨｚまで）におけるテラヘルツ放射の検出につい
ては、ＧａＡｓ、ＳｉＧｅ、ＣＭＯＳ、及び、ＩｎＰ半導体技術に基づき、多くの場合は
逓倍器のコンセプトを有する、純電子システムが好適である。さらに、ショットキーダイ
オードミキサ、及び光伝導性検出器を、テラヘルツ放射の検出のために用いることができ
る。光起電力検出器、ゴーレイセル、及びボロメータが、パワー検出器として用いられる
。量子カスケードレーザシステム、フェムト秒短パルスレーザに基づく光電子システム、
又は２つの連続波レーザを組合せたものが、より低いＴＨｚよりも高いテラヘルツ放射を
発生させるために、多くの場合使用される。
【０００７】
　近年、高周波数帯域（１～８０ＧＨｚ）におけるトランジスタも、ＴＨｚ放射の検出に
好適であることが示されている（Ｔ．　Ｏｔｓｕｊｉ　及び　Ｍ．　Ｓｈｕｒ、「テラヘ
ルツプラズモニクス：良好な結果と大きな期待」、ＩＥＥＥ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ｍａ
ｇａｚｉｎｅ、１５巻７号、ページ４３－５０、２０１４年１１－１２月）。特に、２つ
のメカニズムにより、そのようなトランジスタをＴＨｚスペクトルに用いることができる
という事実が導かれる。一方は、トランジスタの活性領域における抵抗の組合せであり、
他方は、トランジスタの活性領域におけるプラズモン効果であり、これらは、Ｄｙａｋｏ
ｎｏｖ－Ｓｈｕｒ理論（Ｍ．　Ｄｙａｋｏｎｏｖ　及び　Ｍ．　Ｓｈｕｒ、「２次元電子
流体による、テラヘルツ放射の検出、混合、及び周波数逓倍」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、４３巻３号、ページ３８０－３８７、１９９６年
３月）により説明可能である。
【０００８】
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　このタイプのＴＨｚ放射の検出に対して主に好適であるのは、ＣＭＯＳ半導体技術にお
ける電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）（Ｍ．　Ｂａｕｅｒ他、「電界効果トランジスタの
焦点面アレイによる平面対平面撮像を用いるリアルタイムＣＭＯＳテラヘルツカメラ」　
２０１３年３８回赤外ミリ波とテラヘルツ波に関する国際会議（ＩＲＭＭＷ－ＴＨｚ）、
マインツ、２０１３年、ページ１－２）、及びＧａＮ半導体技術（Ｍ．　Ｂａｕｅｒ他、
「一体化されたボウタイアンテナを有しＧａＮ　ＨＥＭＴｓに基づく高感度広帯域ＴＨｚ
検出器」、２０１５年１０回欧州マイクロ波集積回路会議（ＥｕＭＩＣ）、パリ、２０１
５年、ページ１-４）である。
【０００９】
　様々なアンテナのタイプが、ＴＨｚ放射を検出及び受信するために用いられている。特
に、ボウタイアンテナ、スパイラルアンテナ、及びパッチアンテナが用いられている。
【００１０】
　ＤＥ１０ ２００７ ０６２ ５６２Ｂ４、及びＤＥ１０ ２０１１ ０７６ ８４０Ｂ４に
おいて、ＴＨｚ周波数では、同じ回路基板上に一体化されたアンテナ及びトランジスタを
構築する必要があることが示されている。トランジスタ及びアンテナは、給電線により相
互に接続されており、その結果、線路損失が起こり、アンテナはトランジスタに適合され
る必要がある。その結果、検出器は狭帯域において作動し、準最適な性能しか発揮されな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、本発明の目的は、ＴＨｚ周波数帯域における、電磁放射のパワー及び／又は位
相の検出のための、モノリシックに一体化可能な構造を示すことである。さらに、そのよ
うな放射検出器の構成は、閉鎖、画定されたＴＨｚ環境を提供することを特徴とする必要
があり、そのＴＨｚ環境内には、ＴＨｚ放射を低周波数帯域へ、直流に至るまで変換する
周波数変換器が、モノリシックに埋め込まれている。モノリシックに一体化可能な構造に
より、給電線を省くことが特に可能となり、これにより、線路損失が低減され、給電線が
無いことでアンテナをトランジスタに適合させる必要はない。これにより、高感度の大き
な帯域幅が、高集積密度と共に可能となる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これらの目的は、本発明に従って、請求項１及び請求項１３の特徴によって解決される
。本発明の適切な実施形態は、各従属請求項に含まれる。
【００１３】
　本発明に係る放射検出器は、アンテナ構造と、ソース領域、ゲート領域、及びドレイン
領域を有する電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）構造とを備え、これらの領域は、回路基板
上に配置され、且つ相互に独立した導電性の電極構造をメタライゼーションにより形成し
、ゲート電極構造は、ソース電極構造又はドレイン電極構造を、第１平面において完全に
内包し、内包された電極構造（被内包電極構造）は、ゲート電極構造の上方に延び、且つ
延びた先で第１平面の上方の第２平面においてゲート電極構造に少なくとも部分的に、平
面状に重なり、金属－絶縁体－金属構造（ＭＩＭ構造）を有するコンデンサを形成するた
めの電気的絶縁領域は、被内包電極構造が重なるゲート電極構造の領域の間に配置されて
いる。
【００１４】
　一般に、放射検出器は、電磁放射を受信し、且つ受信した放射の特性に関連付けられた
対応する検出信号を出力するように設計されている、技術構成と規定される。
【００１５】
　電磁放射用検出装置のアンテナは一般に、電磁自由空間波の入射をアンテナ上で受信し
、それを伝送導体波動に変換する役割を有する。この目的のために、アンテナは通常いく
つかの受信素子（例えば、従来のダイポールアンテナの２つのアーム）を有する。受信し
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た導体波動のタップオフは、所謂アンテナ基点（中央給電点とも呼ばれている）において
行うことができる。「アンテナ構造」という用語には、アンテナの外端からアンテナ基点
にわたる、全ての受信素子の外部形状、それらの相互配置、及びそれらの内在構造（例え
ば、多層構造）が考慮されている。
【００１６】
　ＦＥＴの様々な領域の電気制御は、典型的には、相互に独立した３つの金属電極により
行われ、「ＦＥＴ構造」という用語は、基本的な電極構造を有するＦＥＴの内在構造、す
なわち、アンテナ構造以外の部分を指す。電極は、ＦＥＴの個々の領域の上に（すなわち
、ＦＥＴ構造の上に）、多くの場合、金属又は金属含有化合物の蒸着又は塗布により配置
される。
【００１７】
　「電極構造」という用語には、電極の外部形状及びそれらの内在構造（例えば、様々な
層又は電極素子からなる電極の構造）が考慮されている。電気的に直接相互接続されてい
る領域は、密着した電極構造を形成することができる。好ましくは、ソース電極構造は、
オーミックソースコンタクト及びソースメタライゼーションを備えることができる。好ま
しくは、ドレイン電極構造は、オーミックドレインコンタクト及びドレインメタライゼー
ションを備えることができる。ゲート電極構造は、様々なメタライゼーション面及びゲー
トメタライゼーションを備えることができる。好ましくは、ゲート電極構造は、ゲートメ
タライゼーションにより完全に形成される。メタライゼーションは、純金属、合金、又は
他の導電性金属化合物を塗布することにより行うことができる。
【００１８】
　コンデンサは一般に、２つの電気的に相互に絶縁された平面素子（例えば、平板コンデ
ンサ）から成り、平面素子上に電荷を蓄積することができる。これらの平面は、コンデン
サ電極とも呼ばれている。半導体技術において、金属－絶縁体－金属構造（ＭＩＭ構造）
という用語は、とりわけ、中間絶縁層（電気的絶縁領域）を有する、平面状に形成された
コンデンサ金属層が積み重なった構造を説明するために用いられる。絶縁層は、例えば、
酸化シリコン、窒化シリコン、又は任意の他の電気的絶縁体、若しくは絶縁材とすること
ができる。本発明によれば、ＭＩＭ構造を有するコンデンサを形成するための電気的絶縁
領域は、被内包電極構造が重なるゲート電極構造の領域の間に配置されている。
【００１９】
　好ましくは、回路基板上に設置されたアンテナ構造は、電極構造により直接形成される
。これは、アンテナ構造が実質的に平面状であるアンテナの実装を呈することを意味し、
ＦＥＴの電極構造自体が、アンテナ構造の受信素子として形成され得る。エピタキシャル
構造は、好ましくはアンテナ構造と回路基板との間に配置されている。しかしながら、ア
ンテナ構造を、少なくとも部分的に直接回路基板上に設置及び形成することも可能である
。
【００２０】
　特に好ましくは、アンテナ構造は、直接ソース電極構造及びドレイン電極構造により形
成される。好ましくは、少なくとも一部分のゲート電極構造のＭＩＭコンデンサは、ソー
ス電極構造の少なくとも一部分、又はドレイン電極構造の少なくとも一部分と重なる領域
により形成されている。しかしながら、アンテナ構造は、ゲート電極構造の上に少なくと
も部分的にも形成され得る。
【００２１】
　従って、本発明の発想は、アンテナ構造をトランジスタの直近に配置することにその本
質があり、給電線、及び給電線に付随する不都合な点を、完全に取り除くことができる。
特に、距離を極力最小化するために、アンテナ構造をトランジスタの対応する電極構造に
より直接形成することもできる。コンデンサをアンテナ又はＦＥＴ構造へ一体化すること
も可能であり、これにより、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために放射検出器を同調する
ように構成可能な共通のＲＦ環境を形成することができる。ゲート電極構造はソース電極
構造又はドレイン電極構造を第１平面において完全に内包するため、片側電極構造の実施
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形態よりも広帯域の短絡が実現可能である。特に短い内包距離により、高周波数において
短絡が高インピーダンス値へ変化することはない。さらに、内包により、ドレイン及びソ
ース領域の特に高いＲＦデカップリングが生じる。特に、ゲート領域は、構成のＲＦ基準
電位である。ゲート領域へ流れる高周波電流は、内包領域の端において環状に主に発生す
る（表皮効果）ため、アンテナの遠方界は、高周波数においても、内包領域の電流により
顕著に乱されることはない。
【００２２】
　本発明に係るそのような放射検出器は、受信素子及び検出器素子の両方の役割を果たす
ため、このコンセプトにより、高感度の大きな帯域幅が高集積密度と共に可能となる。そ
の構造は、標準的な半導体プロセスにおいて組み立てることができるため、比較的製造が
容易で安価でもある。従って、その基本的なコンセプトにより、ＴＨｚ放射の領域におけ
る大量販売市場への応用のための構造設計が可能となる。従って、本発明に係る放射検出
器の基礎は、３つの電極（ソース、ゲート、ドレイン）を有する電界効果トランジスタ（
ＦＥＴ）であり、電極は、厳密に画定されたＲＦ環境を発生させるように成形することが
できる。
【００２３】
　好ましくは、オーミックソースコンタクト及びオーミックドレインコンタクトは、０．
１μｍから０．５μｍの高さを有する。より好ましい高さは、約０．２５μｍである。オ
ーミックソースコンタクトの好ましい長さは、３μｍ超である。より好ましい長さは、４
μｍから６μｍである。好ましくは、オーミックソースコンタクト及びオーミックドレイ
ンコンタクトは、１μｍ超の幅を有する。より好ましい幅は、３μｍから４μｍである。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、ＦＥＴ構造２０の領域におけるオーミックソースコンタ
クト３４ａ及びオーミックドレインコンタクト３８ａの幅は、相互に異なっていてもよい
。好ましくは、オーミックソースコンタクトは約４μｍの幅を有し、オーミックドレイン
コンタクトは約１μｍの幅を有する。さらに好ましい実施形態において、オーミックソー
スコンタクトは約１０μｍの幅を有し、オーミックドレインコンタクトは約１μｍの幅を
有する。そのような非対称設計のためのより好ましい非対称比率（オーミックドレインコ
ンタクトの幅に対するオーミックソースコンタクトの幅）は、１：２から１：１０、より
好ましくは１：４から１：１０、さらにより好ましくは１：６から１：１０である。
【００２５】
　好ましくは、ゲート電極構造は、０．３μｍから０．５μｍの高さを有する。より好ま
しい高さは、約０．３５μｍである。好ましくは、コンデンサの領域におけるソースメタ
ライゼーションは、０．５μｍから１．２μｍの高さを有する。より好ましい高さは、約
０．６５μｍである。好ましくは、コンデンサの領域におけるソースメタライゼーション
及びドレインメタライゼーションは、３μｍ超の幅を有する。より好ましい幅は、４μｍ
から６μｍである。
【００２６】
　好ましくは、電気的絶縁領域は、０．０１μｍから０．５μｍの高さを有する。より好
ましい高さは、約０．２μｍである。
【００２７】
　好ましくは、第１平面におけるゲート電極構造、及び第２平面における被内包電極構造
は、実質的に矩形平面素子として重なる。ＭＩＭコンデンサを形成する重なり（重なりと
は、ゲート電極構造及び被内包電極構造の相互に対向する面を鉛直に投影した結果、共通
している面を指す）は、従来の平板コンデンサの（相互に並列に配置されている）２つの
コンデンサ電極と同様とみなすことができる。「実質的に」という用語は、重なっている
平面素子が一般的には矩形であることを指す。個々の電極構造の形は、これとは異なる可
能性がある。
【００２８】
　好ましくは、ＦＥＴ構造は、シリコン又はIII-V族半導体に基づく。それ故、ＦＥＴ構
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造は、シリコン系技術（例えば、ＣＭＯＳ）により実装されることが望ましい。さらに、
ＦＥＴ構造は、ＩＩＩ－Ｖ系技術により実装されることが望ましい。本発明に係るＦＥＴ
構造又は放射検出器の設計のための特に好ましい技術は、窒化ガリウム（ＧａＮ）、グラ
フェン、又は高温超伝導体（ＨＴＣ超伝導体とも称される）に基づくことが可能である。
好ましくは、前記構造の設計に用いられる回路基板において、アンテナ素子に関して接地
面は形成されない。特に高伝導性シリコンを回路基板材料として用いることができる。
【００２９】
　好ましくは、アンテナ構造の基点は、ゲート領域とソース領域との間、又はゲート領域
とドレイン領域との間に配置されている。より好ましくは、アンテナ構造の基点は、ゲー
ト領域と、被内包電極構造でないソース又はドレイン領域との間に配置されている。特に
、アンテナ構造の基点を、これら２つの領域間の丁度中央に配置することができる。これ
により、アンテナ構造により受信された電磁波（例えば、自由空間波）を、アンテナ基点
において直接ＦＥＴに結合させることが可能となる。従って、追加の導体路（従来技術に
おいて、受信された放射波はアンテナ給電線内を導体波動として伝送される必要がある）
を省くことができる。従って、アンテナ構造から受信された放射の検出を、直接アンテナ
構造の基点において、さらなる線路損失を伴うことなく行うことができる。
【００３０】
　好ましくは、アンテナ構造はスロットアンテナを形成し、アンテナ構造は、少なくとも
１つの放射開口を金属面内に有する（そのようなアンテナ構造は、放射開口の特定の形状
に拘らず、一般にスロットアンテナと呼ばれている）。スロットアンテナは、アンテナの
放射素子が実質的に導電面内の開口（一般に放射開口／穴と呼ばれている）により形成さ
れているアンテナである。そのような放射開口に対して、従来の双極子（同じ強度分布を
有する補完的な双極子）の放射又は受信特性は、遠方界におけるバビネの原理に従って割
り当てることができる。刺激となる電磁場により誘起された電流は、実質的に開口の金属
端に沿って流れる。従って、「放射開口」という用語は、特に、割り当てられたアンテナ
構造内の開口として理解すべきであり、このアンテナ構造用の受信素子としてのバビネの
原理に従う補完的な双極子を表す。アンテナ構造への受信すべき電磁信号の結合は、好ま
しくは回路基板により行うことができる。
【００３１】
　金属面は、単一の金属製表面、又は複数の単一素子を複合して構成される金属製表面と
することが可能である。複数の単一素子のそれぞれは、相互にガルバニック分離可能であ
り、分離は、個々の素子間にＭＩＭコンデンサを追加することで形成することができる。
好ましくは、個々の素子間のＭＩＭコンデンサにより、ＭＩＭコンデンサにより分離され
ている個々の素子間でＲＦ接続が維持されているガルバニック分離が生じる。特に、放射
開口は、電極構造のメタライゼーションにおいてアンテナの受信素子として用いられるこ
と、及び全体構造はＲＦ接続された材料に内包されていることが好ましい。ここで、１０
０ＧＨｚ超の周波数を有する高周波電流（ＲＦ電流）が、アンテナ構造の外端上で短絡し
ていることが特に好ましい。これにより、隣接物を阻害することなく配置されたアレイと
しての構造が可能となる。一方、放射検出器の（外部へと通じる）接続線上のＲＦ信号を
抑制することもできる。スロットアンテナの場合、空気と金属とを反転させることで、短
絡を実現させるための、及び異なる電極構成の実施形態のための、設計の自由度が高くな
る。
【００３２】
　特に、アンテナ構造において、ＦＥＴ構造の３領域のうちの２領域の間でＲＦ短絡を実
現することが好ましい。内在するゲート領域とソース領域との間（又はゲート領域とドレ
イン領域との間）で理想的なＲＦ短絡を実現するために、ゲート電極構造及びソース電極
構造（又はゲート電極構造及びドレイン電極構造）を、ＦＥＴ構造の空間的寸法に対して
大面積を占め、その間にＭＩＭ構造を形成するように配置することが特に好ましい。好ま
しくは、回路基板上でＭＩＭ構造が重なっている面は、回路基板上でＦＥＴ構造の２ＤＥ
Ｇが重なっている面を、１００倍、より好ましくは１０００倍、さらにより好ましくは１
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００００倍上回る。
【００３３】
　アンテナ構造の実施形態としては、共振ホールアンテナ、ティアドロップアンテナ、ス
ロットパッチアンテナ、スロットボウタイアンテナ、及びスロットログスパイラルアンテ
ナが特に好ましい。アンテナ構造は、好ましくは２アーム又は４アーム方式で形成するこ
とができる。４アーム方式で形成されたアンテナ構造の場合、特に、相互に独立した２つ
のＦＥＴ構造が受信素子として共通のアンテナ構造を用いることができ、又は本発明に係
る放射検出器が共通の回路基板上で並列に接続された２つのＦＥＴ構造を備えることがで
きる。両方の場合において、各ＦＥＴ構造は、４アーム方式で形成されたアンテナ構造の
２つのアームにそれぞれ接続されている。一般に、複数の独立したＦＥＴ構造、又は並列
に接続されたＦＥＴ構造は、マルチアームアンテナ構造用に用いることができる。さらに
、マルチアームアンテナ構造において、いくつかのアームが独立したＦＥＴ構造に割り当
てられ、且つ他のアームが並列に接続されたＦＥＴ構造に割り当てられる、混合形態があ
り得る。
【００３４】
　好ましくは、コンデンサ及びアンテナ構造は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために放
射検出器を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成する。特に、本発明に係る放
射検出器の受信特性（感度、スペクトル帯域幅、信号増幅）は、アンテナ構造を対応する
寸法に合わせ、且つコンデンサの静電容量を調節することにより、同調又は調節すること
ができる。これにより、本発明に係る放射検出器を、本開示の範囲に含まれる多数の用途
のために最適化することが可能となる。しかしながら、これらの用途はＴＨｚ放射帯域に
制限されるものではない。
【００３５】
　好ましくは、本発明に係る放射検出器は周波数変換器も備え、周波数変換器は受信した
放射を低周波検出信号に変換する。本発明に係る放射検出器の評価は、ソース電極とドレ
イン電極との間の電流又は電圧の低周波評価により好ましくは行われる。特に、ＴＨｚ放
射を低周波数帯域へ直流に至るまで変換する活性半導体を、本発明に係る放射検出器内に
モノリシックに埋め込むことが可能である。
【００３６】
　本発明のさらなる態様は、放射検出器の製造方法に関するものである。本発明に係る方
法は、ゲート領域、ソース領域、及びドレイン領域を有する回路基板上に配置された電界
効果トランジスタ（ＦＥＴ）構造を提供する工程と、ゲート領域、ソース領域、及びドレ
イン領域のメタライゼーションを行う工程と、回路基板上に配置されるアンテナ構造を構
築する工程とを備える。メタライゼーションを行う工程において、相互に独立した導電性
の電極構造が形成され、ソース電極構造又はドレイン電極構造のいずれかは、第１平面に
おいてゲート電極構造により完全に内包され、被内包電極構造は、ゲート電極構造の上方
に延び、被内包電極構造は、第１平面の上方の第２平面においてゲート電極構造に少なく
とも部分的に、平面状に重なり、金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）構造を有するコンデンサ
を形成するための電気的絶縁領域は、被内包電極構造が重なる、ゲート電極構造の領域の
間に配置される。アンテナ構造を構築する工程において、回路基板上に設置されるアンテ
ナ構造は、電極構造により直接形成され、放射開口は、アンテナ構造の金属面内に形成さ
れ、アンテナ構造の基点は、ゲート領域とソース領域との間、又はゲート領域とドレイン
領域との間に配置される。好ましくは、アンテナ構造の基点は、ゲート領域と、被内包電
極構造でないソース又はドレイン領域との間に配置される。
【００３７】
　本発明に係る方法は、本発明に係る放射検出器の特に好ましい実施形態を提供するうえ
で好適である。本発明の適切な実施形態は、従属請求項に含まれている。
【００３８】
　好ましくは、アンテナ構造は、２アーム又は４アームで構築される方式で形成される。
同様に好ましくは、コンデンサ及びアンテナ構造を、共通のＲＦ環境を形成するために、
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ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するように共振周波数で同調することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
　本発明は、対応する図面に基づき以下の実施形態において説明される。
【００４０】
【図１】図１ａは、本発明に係るＦＥＴ構造の例示的な実施形態の概略設計を、側面図で
示している。　図１ｂは、本発明に係るＦＥＴ構造の概略設計を抽象的に側面図で示して
いる。
【００４１】
【図２】図２ａ、２ｂは、本発明に係る図１ｂのＦＥＴ構造の概略設計を、抽象的に側面
図及び上面図でそれぞれ示している。
【００４２】
【図３】図３は、本発明の第１実施形態（ホールアンテナ）の概略設計を示している。
【００４３】
【図４】図４は、本発明の第２実施形態（ティアドロップアンテナ）の概略設計を示して
いる。
【００４４】
【図５】図５は、本発明の第３実施形態（スロットパッチアンテナ）の概略構造を示して
いる。
【００４５】
【図６】図６は、本発明の第４実施形態（スロットボウタイアンテナ、変形例１）の概略
設計を示している。
【００４６】
【図７】図７は、本発明の第５実施形態（スロットボウタイアンテナ、変形例２）の概略
設計を示している。
【００４７】
【図８】図８は、本発明の第６実施形態（スロットログスパイラルアンテナ）の概略設計
を示している。
【００４８】
【図９】図９は、本発明の第７実施形態（スロットボウタイアンテナ、４アーム）の概略
設計を示している。
【００４９】
【図１０】図１０は、本発明の第８実施形態（スロットログスパイラルアンテナ、４アー
ム）の概略設計を示している。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　図１ａは、本発明に係るＦＥＴ構造２０の例示的な実施形態の概略設計を、側面図で示
している。本発明の他の実施形態の場合、特に、提示されている素子の具体的な構造、及
び相互配置は、ここで提示されている構造と異なっても良い。同様に、図の描写は、何ら
かの具体的な層構造、又は対応する層構造を製造するための特定の方法を提案するもので
はない。本発明に係るＦＥＴ構造２０は、本開示の範囲内で任意に変更可能であり、且つ
図の描写により制限されるものでは決してない。
【００５１】
　提示した実施形態は、ＦＥＴの製造に好適なエピタキシャル構造に基づいており、バッ
ファ層７２（例えば、ＧａＮバッファ層）がその上に配置されている（例えば、ＳｉＣ製
の）回路基板７０を有する。（例えば、ＡｌＧａＮ製の）活性領域７４は、バッファ層７
２上に配置されている。活性領域７４は、その側方で絶縁層７６と接している。ＦＥＴに
おいて、電流の制御は活性領域７４内で行われる。一般にＦＥＴの動作中に、２ＤＥＧ２
２と呼ばれる２次元電子ガスが、活性領域７４とバッファ層７２との間の境界領域におい
て形成される。活性領域７４の電子制御は、活性領域７４の上方から、ゲート、ソース、
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及びドレインと典型的には称される相互に独立した３つの導電性電極により行われる。そ
して、これらの電極は、ソース電極構造３４、ゲート電極構造３６、及びドレイン電極構
造３８を有する。ソース領域２４、ゲート領域２６、及びドレイン領域２８が、活性領域
７２又は２ＤＥＧ２２内で電極により画定されている。ゲート領域２６の長さの典型的な
値は約１００ｎｍであり、ゲート領域２６の上方の領域におけるゲート電極構造３６は、
典型的には約２００ｎｍの長さを有する。ゲートメタライゼーション３６とオーミックソ
ースコンタクト３４ａとの間、又はゲートメタライゼーション３６とオーミックドレイン
コンタクト３８ａとの間の典型的な距離は、０．１μｍから１μｍである。ここで、対称
及び非対称な実施形態の両方が実現可能である。
【００５２】
　個々の電極構造３４、３６、３８は、単一層又は均一材料（好ましくは導電性の金属材
料）で構成可能であり、又は複数の異なる材料の層又は組合せで構成可能である。特に、
図の描写は、均一材料（例えば、異なる金属から成る合金）で構成されたゲート電極３６
を示している。一方、ソース電極構造３４及びドレイン電極構造３８は、その最上部で層
になっている。ソース電極構造３４は、活性領域７４上に直接設置されたオーミックソー
スコンタクト３４ａ、及びその上方に（例えば、気相蒸着又は特に金の蒸着により）直接
配置されたソースメタライゼーション３４ｂで構成されている。そして、ドレイン電極構
造３８は、活性領域７４上に直接設置されたオーミックドレインコンタクト３８ａ、及び
その上方に直接配置されたドレインメタライゼーション３８ｂで構成されている。個々の
電極構造３４、３６、３８を相互に電気的に絶縁又は保護するために、図の描写の上側の
領域において、電極構造３４、３６、３８は、いくつかのパッシベーション層７７、７８
、７９により囲まれ、又は相互に分離されている。
【００５３】
　ソースメタライゼーション３４ｂの下方には、本発明に係る電気的絶縁領域４２（誘電
体）が配置されている。絶縁領域４２は、例えば、絶縁層又は自由領域（例えば、エアギ
ャップ）とすることが可能である。図示されている絶縁領域４２の下方には、ゲート電極
構造３６の伸長部が存在する。 これらは１つの同じゲート電極構造３６の一部分である
。特に、２つの部分は相互に導電接続されており、この接続は提示した側面図上では見る
ことができない。
【００５４】
　従って、ソースメタライゼーション３４ｂが重なるゲート電極構造３６の領域の間に、
すなわち図の描写において左側に示されているゲート電極構造３６の部分に、電気的絶縁
領域４２が配置されている。これにより作られる金属－絶縁体－金属層（ＭＩＭ層）は、
対応するＭＩＭ－構造を有するコンデンサ４０を形成する。構造的関係を説明するために
、コンデンサを示す従来の技術回路記号が、概略設計図の対応する場所に描かれている。
【００５５】
　図１ｂは、本発明に係るＦＥＴ構造２０の概略設計を、抽象的に側面図で示している。
図１ａとは対照的に、図１ｂはＦＥＴ構造２０の主要な素子に限定して抽象度を高めて描
写したものである。設置可能な絶縁層、キャリア層、及び中間層の明示的な描写は、省か
れている。特に、提示した設計は、図１ａに示されるような側面図で提示した本発明に係
るＦＥＴ構造の例示的な実施形態の、抽象的な描写であり得る。従って、各参照符号及び
その割り当てが同様に適用される。
【００５６】
　図２ａは、本発明に係る図１ｂのＦＥＴ構造２０の概略設計を、抽象的に側面図で示し
ている。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。さらに、第１平面Ｅ１及び第
２平面Ｅ２が図示されており、第２平面Ｅ２は第１平面Ｅ１の上方に配置されている。
【００５７】
　図２ｂは、本発明に係る図２ａのＦＥＴ構造２０の例示的な実施形態を、抽象的に上面
図で示している。図２ｂに描かれた一点鎖線は、図２ａに示される側面図を導く交線を示
している。
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【００５８】
　従って、図２ａ及び２ｂは、ソース領域２４、ゲート領域２６、及びドレイン領域２８
を有するＦＥＴ構造２０を示し、これらの領域２４、２６、２８は相互に独立した導電性
の電極構造３４、３６、３８をメタライゼーションにより形成し、ゲート電極構造３６は
ソース電極構造３４を第１平面Ｅ１において完全に内包し、被内包ソース電極構造３４は
、ゲート電極構造３６の上方に延び、且つ延びた先で第１平面Ｅ１の上方の第２平面Ｅ２
においてゲート電極構造３６に少なくとも部分的に、平面状に重なり（破線で境界が示さ
れているソースメタライゼーション３４ｂの領域）、ＭＩＭ構造を有するコンデンサ４０
を形成するための電気的絶縁領域４２は、被内包電極構造３４が重なるゲート電極構造３
６の領域の間（実質的には、ゲート電極構造３６の領域のうち、破線で境界が示されてい
るソースメタライゼーション３４ｂが重なる領域）に配置されている。
【００５９】
　第１平面Ｅ１におけるゲート電極構造３６、及び第２平面Ｅ２における被内包ソース電
極構造３４は、実質的に矩形平面素子として図の描写のように相互に重なる（２つの部分
が接続されたゲート電極構造３６の左側の矩形部分）。しかしながら、破線で示された境
界は、特にソースメタライゼーション３４ｂの場合、これらの領域が図示されているより
もさらに延び得ることを示している。別の実施形態において、ソース電極構造３４及びド
レイン電極構造３８の幾何学的寸法（長さ、高さ、及び／又は幅）は、適合されたＲＦ環
境を形成するために、又はＲＦ環境を特定のアンテナ構造１０に適合させるために、独立
して変化し、相互に関連する。特に、オーミックソースコンタクト３４ａ及びオーミック
ドレインコンタクト３８ａは、それぞれ異なる幅を有することが可能であり、幅は上面図
においてのみ見ることができる寸法に対応している（高さは側面図における高さに対応し
ている）。
【００６０】
　さらに、本発明によれば、ソース電極構造３４の代わりにドレイン電極構造３８も内包
され得る。
【００６１】
　図３は、本発明の第１実施形態（ホールアンテナ）の概略設計を示している。特に、図
の描写は、本発明に係る放射検出器１００の好ましいアンテナ構造１０を示している。回
路基板７０上に設置されたアンテナ構造１０は、電極構造３４、３６、３８により直接形
成され得る。好ましくは、エピタキシャル構造（例えば、図１ａに示されているエピタキ
シャル構造）が、アンテナ構造と回路基板との間に配置されている。好ましくは、アンテ
ナ構造１０は、ソース電極構造３４及び／又はドレイン電極構造３８により直接形成され
ている。
【００６２】
　アンテナ構造１０の基点１２は、ゲート電極構造３６のゲート領域２６とドレイン電極
構造３８のドレイン領域２８との間に配置できる。アンテナ構造１０は、金属面１６内に
概ね円形の２つの開口１４を有し、２つの開口１４の間に細長い領域が延びている。隣に
示した、アンテナ構造１０の内側領域を拡大して示したＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図
に示されているように、金属面１６のこの部分（２つの開口１４の間の細長い領域）は、
ドレインメタライゼーション３８ｂにより直接形成されており、従ってドレイン電極構造
３８に属している。一方、金属面１６の上側の半円部領域は、ソースメタライゼーション
３４ｂにより直接形成されており、従ってソース電極構造３４に属している。図の描写か
らも分かるように、ＦＥＴ構造２０の領域におけるオーミックソースコンタクト３４ａ及
びオーミックドレインコンタクト３８ａの幅は、相互に異なる。
【００６３】
　好ましくは、オーミックソースコンタクト３４ａ及びオーミックドレインコンタクト３
８ａは、０．１μｍから０．５μｍの高さを有する。より好ましい高さは、約０．２５μ
ｍである。オーミックソースコンタクト３４ａの好ましい長さは、３μｍ超である。より
好ましい長さは、４μｍから６μｍである。好ましくは、オーミックソースコンタクト３
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４ａ及びオーミックドレインコンタクト３８ａは、１μｍ超の幅を有する。より好ましい
幅は、３μｍから４μｍである。
【００６４】
　好ましくは、ゲート電極構造３６は、０．３μｍから０．５μｍの高さを有する。より
好ましい高さは、約０．３５μｍである。好ましくは、コンデンサ４０の領域におけるソ
ースメタライゼーション３４ａは、０．５μｍから１．２μｍの高さを有する。より好ま
しい高さは、約０．６５μｍである。好ましくは、コンデンサ４０の領域におけるソース
メタライゼーション３４ｂ及びドレインメタライゼーション３８ｂは、３μｍ超の幅を有
する。より好ましい幅は、４μｍから６μｍである。
【００６５】
　好ましくは、電気的絶縁領域４２は、０．０１μｍから０．５μｍの高さを有する。よ
り好ましい高さは、約０．２μｍである。
【００６６】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、開口１４が円形であることを特徴とする。コンデ
ンサ４０及びアンテナ構造１０は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために本発明に係る放
射検出器１００を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成することができる。特
に、金製金属面１６、アンテナ構造１０、約１４．６μｍの第１開口部ａ、約３０μｍの
第２開口部ｂ、及び可変のアンテナ部Ａを有する提示したアンテナ構造１０は、約１ＴＨ
ｚ周辺のスペクトル帯域に同調可能である。好ましくは、１００ＧＨｚ超の周波数を有す
るＲＦ電流は、アンテナ構造１０の外端１８上で短絡している。アンテナ構造１０により
、ＦＥＴ構造２０の３領域２４、２６、２８のうちの２領域の間でのＲＦ短絡が実現する
。特に、アンテナ構造１０により、ＦＥＴ構造２０のソース領域２４とドレイン領域２８
との間のＲＦ短絡が実現可能である。
【００６７】
　図４は、本発明の第２実施形態（ティアドロップアンテナ）の概略設計を示している。
アンテナのタイプを除いては、この描写は実質的に図３に示した描写と対応している。参
照符号及びその割り当てが同様に適用される。アンテナ構造１０の内側領域から拡大され
たＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図は省かれており、それは図３におけるＦＥＴ構造２０
の抽象的な概略図と同様と見なすことができる。
【００６８】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、外端１８の楕円形及び開口１４の涙滴形を特徴と
する。コンデンサ４０及びアンテナ構造１０は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために放
射検出器１００を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成することができる。特
に、金製金属面１６、約６０μｍの第１開口部ａ、約１９５μｍの第２開口部ｂ、約１２
５μｍの第１アンテナ部Ａ、及び約２７５μｍの第２アンテナ部Ｂを有する提示したアン
テナ構造１０により、約４００ＧＨｚから２ＴＨｚのスペクトル帯域への受信特性の広帯
域同調が可能となる。
【００６９】
　図５は、本発明の第３実施形態（スロットパッチアンテナ）の概略設計を示している。
アンテナのタイプを除いては、この描写は実質的に図３に示した描写と対応している。参
照符号及びその割り当てが同様に適用される。アンテナ構造１０の内側領域から拡大され
たＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図は省かれており、それは図３におけるＦＥＴ構造２０
の抽象的な概略図と同様と見なすことができる。
【００７０】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、開口１４の伸長形状を特徴とする。コンデンサ４
０及びアンテナ構造１０は、共通のＲＦ環境を形成することができる。当該共通のＲＦ環
境は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために本発明に係る放射検出器１００を同調するよ
うに適合されている。特に、金製金属面１６、約９４μｍの第２開口部ｂ、約１５５μｍ
の第１アンテナ部Ａ、及び約２７５μｍの第２アンテナ部Ｂを有する提示したアンテナ構
造１０により、約６００ＧＨｚ周辺のスペクトル帯域への受信特性の同調が可能となる。
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【００７１】
　図６は、本発明の第４実施形態（スロットボウタイアンテナ、変形例１）の概略設計を
示している。 アンテナのタイプを除いては、この描写は実質的に図３に示した描写と対
応している。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。アンテナ構造１０の内側
領域から拡大されたＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図は省かれており、それは図３におけ
るＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図と同様と見なすことができる。
【００７２】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、開口１４の２つの方向に延びる形状を特徴とする
。コンデンサ４０及びアンテナ構造１０は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信するために放射検
出器１００を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成することができる。特に、
金製金属面１６、約１４６μｍの第１開口部ａ、約９０μｍの第１アンテナ部Ａ、及び約
２１０μｍの第２アンテナ部Ｂを有する提示したアンテナ構造１０により、約５００ＧＨ
ｚから２ＴＨｚのスペクトル帯域への受信特性の広帯域同調が可能となる。
【００７３】
　図７は、本発明の第５実施形態（スロットボウタイアンテナ、変形例２）の概略設計を
示している。アンテナのタイプを除いては、この描写は実質的に図３に示した描写と対応
している。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。アンテナ構造１０の内側領
域から拡大されたＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図は省かれており、それは図３における
ＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図と同様と見なすことができる。
【００７４】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、部分的に円形で２つの方向に延びる開口１４の形
状を特徴とする。コンデンサ４０及びアンテナ構造１０は、ＴＨｚ帯域の電磁波を受信す
るために放射検出器１００を同調するように適合された共通のＲＦ環境を形成することが
できる。特に、金製金属面１６、約１４０μｍの第１開口部ａ、及び約３６０μｍの第１
アンテナ部Ａを有する提示したアンテナ構造１０により、約４００ＧＨｚから２ＴＨｚの
スペクトル帯域への受信特性の広帯域同調が可能となる。
【００７５】
　図８は、本発明の第６実施形態（スロットログスパイラルアンテナ）の概略設計を示し
ている。アンテナのタイプを除いては、この描写は実質的に図３に示した描写と対応して
いる。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。アンテナ構造１０の内側領域か
ら拡大されたＦＥＴ構造２０の抽象的な概略図は省かれており、それは図３におけるＦＥ
Ｔ構造２０の抽象的な概略図と同様と見なすことができる。螺旋構造をより分かりやすく
可視化するために、開口１４の領域は平行線でハッチングして示されている。
【００７６】
　提示したアンテナ構造１０は、特に、アンテナ構造１０の基点１２を中心に螺旋状に延
びる開口１４の形状を特徴とする。コンデンサ４０及びアンテナ構造１０は、ＴＨｚ帯域
の電磁波を受信するために放射検出器１００を同調するように適合された共通のＲＦ環境
を形成することができる。特に、金製金属面１６、及び約６１０μｍの第１アンテナ部Ａ
を有する提示したアンテナ構造１０により、約３００ＧＨｚから３ＴＨｚのスペクトル帯
域への受信特性の広帯域同調が可能となる。
【００７７】
　図９は、本発明の第７実施形態（スロットボウタイアンテナ、４アーム）の概略設計を
示している。提示したアンテナ構造１０の基本設計は、実質的に図７に示されているアン
テナのタイプに対応している。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。しかし
ながら、図７とは対照的に、この実施形態には、２アームのアンテナ構造（２つの開口１
４がアンテナ構造１０の基点１２を中心に対称に配置されている構造）ではなく、４アー
ムの構造素子の構成（４つの開口１４がアンテナ構造１０の基点１２を中心に対称に配置
されている構成）が存在している。構造をより分かりやすく可視化するために、開口１４
の領域は平行線でハッチングして示されている。同じく図９に描かれている、アンテナ構
造１０の内側領域から拡大されたＦＥＴ構造２０、２０'の抽象的な概略図は、並列に接
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続された２つのＦＥＴ構造２０、２０'の対応する構成の好ましい実施形態を表している
。特に、ＦＥＴ構造２０、２０'は共に、共通の回路基板７０上に配置可能であり、アン
テナ構造１０は、電極構造３４、３４'、３８、３８'により直接形成されている。好まし
くは、エピタキシャル構造（例えば、図１ａに示されているエピタキシャル構造）が、ア
ンテナ構造と回路基板との間に配置されている。
【００７８】
　提示した設計において、２つのＦＥＴ構造２０、２０'は、共通の２ＤＥＧ２２を形成
する。加えて、ＦＥＴ構造２０、２０'は共に、共通のソース電極構造３４、３４'（すな
わち、共通のオーミックソースコンタクト３４ａ、３４ａ'及びソースメタライゼーショ
ン３４ｂ、３４ｂ'） を有する。第１ＦＥＴ構造２０のドレイン電極構造３８（これは、
オーミックドレインコンタクト３８ａ及びドレインメタライゼーション３８ｂを備える）
、及びドレイン電極構造３８'（これは、オーミックドレインコンタクト３８ａ'及びドレ
インメタライゼーション３８ｂ'を備える）は、それぞれ２ＤＥＧ２２の端に配置されて
いる。２つのＦＥＴ構造２０、２０'の各ゲート領域２６、２６'は、共通のゲート電極構
造３６、３６'により、相互に導電的に接続されている。
【００７９】
　本発明によれば、２つのＦＥＴ構造２０、２０'のゲートは、共通のソース電極構造３
４、３４'を共通のゲート電極構造３６、３６'により第１平面Ｅ１において完全に内包（
二重内包）し、共通の被内包ソース電極構造３４、３４'は、（２つのＦＥＴ構造２０、
２０'の２つのゲート領域２６、２６'を相互に導電的に接続する）ゲート電極構造３６、
３６'の上方に延び、延びた先で第１平面Ｅ１の上方の第２平面Ｅ２においてゲート電極
構造３６、３６'に少なくとも部分的に、平面状に重なり、共通のソース電極構造３４、
３４'が重なる前記ゲート電極構造３６、３６'の領域の間には、ＭＩＭ構造を有するコン
デンサ４０を形成するための電気的絶縁領域４２が配置されている。
【００８０】
　図１０は、本発明の第８実施形態（スロットログスパイラルアンテナ、４アーム）の概
略設計を示している。提示したアンテナ構造１０の基本設計は、実質的に図８に示したア
ンテナのタイプに対応する。各参照符号及びその割り当てが同様に適用される。しかしな
がら、図８とは対照的に、この実施形態には、２アームのアンテナ構造（２つの開口１４
がアンテナ構造１０の基点１２を中心に対称に配置されている構造）ではなく、４アーム
のアンテナ素子の構成（４つの開口１４がアンテナ構造１０の基点１２を中心に対称に配
置されている構造）が、存在している。螺旋構造をより分かりやすく可視化するために、
開口１４の領域は平行線でハッチングして示されている。同じく図１０に描かれている、
アンテナ構造１０の内側領域から拡大されたＦＥＴ構造２０、２０'の抽象的な概略図は
、並列に接続された２つのＦＥＴ構造２０、２０'の対応する構成の好ましい実施形態を
表している。特に、ＦＥＴ構造２０、２０'は共に、共通の回路基板７０上に配置可能で
あり、アンテナ構造１０は、電極構造３４、３４'、３８、３８'により直接形成されてい
る。好ましくは、エピタキシャル構造（例えば、図１ａに示されているエピタキシャル構
造）が、アンテナ構造と回路基板との間に配置されている。
【００８１】
　提示した実施形態において、２つのＦＥＴ構造２０、２０'は、直接隣同士に配置され
ている。これらは相互に独立したＦＥＴ構造２０、２０'であり、２つのＦＥＴ構造２０
、２０'のゲート領域２６、２６'は、共通のゲートメタライゼーション３６、３６'によ
り、相互に導電的に接続されている。ＦＥＴ構造２０、２０'の両方において、ＭＩＭコ
ンデンサ４０は、ソース電極構造３４、３４'の一部分に重なる領域により、ゲート電極
構造３６、３６'の一部分によりそれぞれ形成されている。
【符号の説明】
【００８２】
１０　　　アンテナ構造
１２　　　基点
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１４　　　開口
１６　　　金属面
１８　　　外端
２０　　　ＦＥＴ構造
２２　　　２ＤＥＧ
２４　　　ソース領域
２６　　　ゲート領域
２８　　　ドレイン領域
３４　　　ソース電極構造
３４ａ　　オーミックソースコンタクト
３４ｂ　　ソースメタライゼーション
３６　　　ゲート電極構造
３８　　　ドレイン電極構造
３８ａ　　オーミックドレインコンタクト
３８ｂ　　ドレインメタライゼーション
４０　　　コンデンサ
４２　　　電気的絶縁領域
７０　　　回路基板
７２　　　バッファ層
７４　　　活性領域
７６　　　絶縁層
７７、７８、７９　　パッシベーション層
１００　　放射検出器
Ａ、Ｂ　　アンテナ部
ａ、ｂ　　開口部
Ｅ１　　　第１平面
Ｅ２　　　第２平面
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